
一般県道 富萢薄市線「津軽大橋」            のお知らせ 

 

令和４年７月１日から青森県が管理する「津軽大橋」が橋梁補修工事のため通行止めと

なっていましたが、令和６年３月２６日から通行止めが解除（重量制限「１４ｔ」とし通行

止めを解除する）となりますのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 制限内容：重量制限 １４ｔ 

      （重量制限し通行止めを解除する） 

 

 

 

通行規制解除日：令和６年３月２６日（火）から解除 

通行止め解除(津軽大橋) 

重量制限 １４ｔ 

津軽令和大橋 

五所川原車力線 

■問い合わせ先    西北地域県民局地域整備部 道路施設課  TEL：0173-34-2111 


